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１. 訪問看護の機能強化へ向けた各種加算の評価の引き上げ

１） 緊急時訪問看護加算の評価（単位）の引き上げ

２） ターミナルケア加算の評価（単位）の引き上げ

３） 退院時共同指導加算の評価（単位）及び要件の見直し並びに明確化

２. 高齢者の医療・介護ニーズ、看取り等の対応の更なる強化

１）
特別訪問看護指示書が1ヶ月に2回まで交付可能な対象者の状態として、がん以外のターミ
ナル期および難治性潰瘍を追加

２）
特別管理加算の算定可能な利用者（別に厚生労働省が定める状態）に、真皮を越える褥瘡
等として難治性潰瘍を追加

３. 高齢化の進展により多様化する地域ニーズへの対応強化

１） 専門性の高い看護師がいるステーションへの評価の新設

２） 電話等を用いた遠隔からの病状確認や療養指導等に対する報酬の新設

３）
利用者から電話等で事務職員や看護補助者が緊急連絡を受けた場合でも、緊急時訪問看護
加算を算定できるよう見直し

令和６年度 介護報酬改定に関する意見
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訪問看護の機能強化へ向けた各種加算の評価を引き上げて
いただきたい

3

１）緊急時訪問看護加算の評価（単位）の引き上げ

２）ターミナルケア加算の評価（単位）の引き上げ

３）退院時共同指導加算の単位及び要件の見直し並びに明確化

意見１

意見の背景

◼ 訪問看護は、介護保険と医療保険、２つの保険法に基づ
き提供される。適用される保険給付の種別に関わらず、
提供している訪問看護サービスの内容は、看護師が行う
療養上の世話又は必要な診療の補助である。

◼ 高齢化の進展、医療ニーズが高い在宅療養者が増加する
中、特に以下の３点に関しては、その対応を求められ、
加算の算定実績も増加している状況から、今後を見据え
た安定的な訪問看護サービスの提供を推進するため、評
価（単位）の引き上げをお願いしたい。

◼ また、訪問看護サービスを利用する利用者及び家族にお
いては、適用する保険により負担額が異なることで混乱
するケースも少なくなく、サービス内容や金額など解り
やすい体系が望ましい。

◼ 令和６年度の介護報酬改定においては、診療報酬との同
時改定であるため、利用者等にとっても解りやすい制度
となるよう見直しをお願いしたい。

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                  

   

    

    

  

             

    

  

    

       

    

                            

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                  

   

    

  

             

    

  

    

    

       

    

                              

介護保険 医療保険

緊急時訪問看護加算（574単位） 24時間対応体制加算（6400円）

ターミナルケア加算（2000単位） ターミナルケア療養費（25000円）

退院時共同指導加算（600単位） 退院時共同指導加算（8000円）

（例）それぞれの保険給付が適用される利用者に死亡前14日間で実施したケア

実施しているケ
アは同じである
が評価が異なる

（参考） 評価が異なる加算

２
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意見
詳細

１）緊急時訪問看護加算の評価（単位）の引き上げ

◼ 当協会が実施した令和４年の調査（有効回答事業所数3,161）では、令和４年４月から６月の３ヶ月間
の緊急訪問件数の中央値は、介護保険の対象で10件、医療保険の対象で８件と介護保険利用者が多い。
（図表１）

◼ 緊急訪問の理由としては、「体調の変化」、「死後の処置」、「排泄援助」、「痰の吸引、点滴、創処
置等」、「転倒、転落」が挙げられ、重度の利用者の悪化や急変は予測が困難であり、時間を問わず発
生する。（図表２）

◼ 上記の実態は、適用する保険に関わらず生じる事象であり、医療保険の対象者と同等もしくはそれ以上
の対応を介護保険利用者にも行っている実態を踏まえ、介護保険の緊急時訪問看護加算の評価を引き上
げていただきたい。

          

          

         

         

       

       

       

       

                                 

    

    

                           

□2つ目  
由   ２

緊急時訪問看護加算（574単位）／24時間対応体制加算（6400円）

  １

（出典）：一般社団法人 全国訪問看護事業協会 令和６年度介護報酬・診療報酬改定に関するアンケート調査結果
（出典）：一般社団法人神奈川県訪問看護ステーション協議会,令和６
年介護報酬改定に向けた要望書作成に関するアンケート,令和５年２月

n=138  ２
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意見
詳細

２）ターミナルケア加算の評価（単位）の引き上げ

◼ 当協会が実施した令和４年の調査では、「介護保険」のターミナルケア加算と「医療保険」のターミナ
ルケア療養費を算定した利用者の死亡前14日間に訪問した平均日数は、「介護保険」7.5日、「医療保
険」8.9日であった。

◼ 訪問1回あたりの所要時間は、「介護保険」・「医療保険」ともに30分～60分未満が最も多かった。ま
た、主疾患に違いはあるものの、死亡前14日で実施したケアは「清潔援助（介護83.6％、医療
81.9％）」、「家族の療養指導（介護76.9％、医療72.4％）」、「排泄管理（介護72.8％、医療
70.0％）」と、上位3つのケアは「介護保険」・「医療保険」ともに同じであった。（下図）

◼ 終末期を支える訪問看護に保険種別は関係なく、一人一人の利用者に合わせて必要なケアを提供してい
る。「介護保険」のターミナルケア加算の報酬額と「医療保険」のターミナルケア療養費の報酬額は異
なっている。そのため、介護保険のターミナルケア加算の評価を引き上げていただきたい。

ターミナルケア加算（2000単位）／ターミナルケア療養費（25000円）

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                  

   

    

    

  

             

    

  

    

       

    

                            

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                  

   

    

  

             

    

  

    

    

       

    

                              

（出典）：一般社団法人 全国訪問看護事業協会 令和６年度介護報酬・診療報酬改定に関するアンケート調査結果  



意見
詳細

３）退院時共同指導加算の評価（単位）及び要件の見直し並び
に明確化

◼ 医療・介護の連携が推進される中（図表１）、医療機関では積極的な入院患者の在宅移行支援が行われ、
医療ニーズを有する要介護者等に対しては、訪問看護事業所が連携し、スムーズな移行支援に繋げてい
る。そのような取組の報酬上の一評価として、退院時共同指導加算があるが、当該加算は、病院又は介
護医療院や介護老人保健施設からの退院（退所）に際し、病院等の医師等と訪問看護ステーションの看
護師が、共同して在宅療養生活の指導を行い、文書を提供した場合に算定する。

◼ 上記のとおり、必ずしもカンファレンスの実施は求められていないものの、コロナ禍において病院等と
のカンファレンスをスムーズに開催することができず、結果、退院時共同指導が行えなかったと加算の
算定実績が減少した（図表２）。カンファレンス等を開催せずとも退院指導を行った場合には算定でき
る要件であるものの、明示的でないことから、電話等での指導や利用者・家族への橋渡しが評価されて
いない。

◼ また、医療DXに取り組まれている中、共同指導の内容を電子的な方法により利用者に提供した場合にも
算定できるよう要件の見直しと、評価の引き上げを検討いただきたい。

退院時共同指導加算（600単位）／退院時共同指導加算（8000円）

（図表２）：2023年7月24日 第220回 社会保障審議会 介護給付費分科会 資料３ 訪問看護より抜粋
（図表１）第３回在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ, 資料 在宅医療に
おける急変時対応及び看取り・災害時等の支援体制について 令和４年（2022年）６月15日

５



高齢者の医療・介護ニーズ、看取り等の対応
の更なる強化

意見２

意見の背景

◼ 看取り者数、医療ニーズを有する中重度者の増加に対して、在
宅療養を支える訪問看護の提供体制の拡充が必要である。第８
次医療計画においては、看取り対応を一定数行っている訪問看
護事業所数の目標値設定が求められる等、今後頻回な訪問看護
を必要とする者への対応が益々求められている。

◼ そのような中、介護保険利用者であっても死亡１カ月前に頻回
な訪問看護が必要と医師が判断し、特別訪問看護指示書が交付
された者がいる事業所は半数以上を占める。しかし、特別訪問
看護指示書を月２回交付できる利用者の要件は、「気管カ
ニューレ使用」もしくは「真皮を越える褥瘡」の状態に限定さ
れている。

◼ 利用者が、住み慣れた場所で療養生活を継続でき、最期を迎え
られるよう、特に頻回な訪問看護を必要とする「がん以外の
ターミナル期」及び「難治性潰瘍」について、特別訪問看護指
示書の月２回交付を可能とする要件並びに特別管理加算の要件
（別に厚生労働省が定める状態）に追加していただきたい。

２. 高齢者の医療・介護ニーズ、看取り等の対応の更なる強化

１）
特別訪問看護指示書が1ヶ月に2回まで交付可能な対象者の状態として、がん以外のターミ
ナル期および難治性潰瘍を追加

２）
特別管理加算の算定可能な利用者（別に厚生労働省が定める状態）に、真皮を越える褥瘡
等として難治性潰瘍を追加

56.9

43.1
利用者がいる

利用者がいない

介護保険利用者で亡くなる 1 ヶ月以内
に特別訪問看護指示書が発行された利
用者のいるステーション数 n=1,409

がん 外 疾患   なっ 方 内、
     あっ 利用者 いるステー
ショ  n=1,409

71.3

28.7

主な疾患 割合

老衰 32.2％

心臓・循環
器疾患

22.0％

肺炎 12.1％

 



意見
詳細

１）特別訪問看護指示書が1ヶ月に2回まで交付可能な対象者の状態と
して、がん以外のターミナル期および難治性潰瘍を追加

◼ 特別訪問看護指示書の交付は、「気管カニューレを使用している状態にある利用者」及び「真皮を越え
る褥瘡の状態」にある利用者に限り１ヶ月に２回まで交付が可能である。

◼ それ以外の疾患・状態については１ヶ月に１回に限り交付することができるが、その期間は14日間のみ
である。

◼ 特別訪問看護指示書が１ヶ月に２回まで交付されると良いと思われた利用者の有無について、平成25年
10月の調査では「ある」と回答した事業所が42.2％であったが、令和３年6月の調査では53.7％と頻回
な訪問看護が必要と認識される利用者は増加していた。（図表１）

◼ また、令和４年10月の調査では、令和４年６月の１か月間に特別訪問看護指示書が月２回交付できず対
応に困った利用者の有無について、該当する利用者が「いた」と回答した事業所は18.4％であり、その
後の転機は「病状が悪化した」が35.2％、「入院になった」が26.8％、「自費対応になった」が24.7％
と、制度により在宅限界が制限されている現状にある（図表２）。
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75.9
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ない 53.7

46.3

（図表１）： 特別訪問看護指示書が 2 回/月発行されると良いと思われた利用者の有無

（出典）：一般社団法人 全国訪問看護事業協会 令和６年度介護報酬・診療報酬改定に関するアンケート調査結果

  ２
平成25 n=1,556     n=1,409

約１割増加

全国訪問看護事業協会,平成26年度診療報酬
改定に向けたアンケート,平成25年10月1日

全国訪問看護事業協会, 「令和 4 年度診
療報酬改定要望書作成の資料となる調
査」アンケート結果報告書,令和３年６月
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意見
詳細

１）特別訪問看護指示書が1ヶ月に2回まで交付可能な対象者の状態と
して、がん以外のターミナル期および難治性潰瘍を追加

◼ 当協会が行った令和３年６月の調査では、介護保険の利用者で死亡する１カ月以内に特別訪問看護指示書が交付された
利用者がいる事業所は、56.9%であった。

◼ がん以外の疾患で死亡し医療処置のあった利用者がいた事業所は、71.3%であった。その主な疾患は、「老衰」32.2％、
「心臓・循環器疾患」22.0％、「肺炎」12.1％であった。

◼ がん以外の終末期の利用者に対するケアとして、医療処置が必要な場合が多く、訪問回数は、がんの利用者が11.8回/
月訪問しているのに比べて11.4回/月とほとんど変わりがなかった。

◼ 神奈川県訪問看護ステーション連絡協議会の調査においても、がん以外のターミナル期の利用者へは「褥瘡処置・創傷
処置」、「補液や苦痛緩和のための投薬」、「吸引・排痰ケア」、「清潔や排泄ケア」、「家族支援」などの頻回な訪
問によるケアが必要であった。区分支給限度基準額を超え、自費負担になる利用者や入院する利用者を認め、本人の住
み慣れた場所で療養生活を送ることが困難になっている。

以上のことから、がん以外の終末期の利用者について、医療保険で訪問看護を実施できるよう1ヶ月に2回まで特別訪問
看護指示書の交付を可能にしていただきたい。

56.9

43.1

利用者がいる

利用者がいない

介護保険利用者で亡くなる 1 ヶ月以内に特別
訪問看護指示書が発行された利用者のいるス
テーション数 n=1,409

がん以外の疾患で亡 くなった方の内 、医
療処置のあった利用者のいるステーショ
ン数 n=1,409

71.3

28.7

主な疾患 割合

老衰 32.2％

心臓・循環器疾患 22.0％

肺炎 12.1％

がん利用者の平均訪問回数 がん以外利用者の平均訪問回数

11.8回/月 11.4回/月

適用する  給付 よる利用者  態 差異はな 希望する場 
   取り 貢献 ている

（出典）全国訪問看護事業協会, 「令和 4 年度診療報酬改定要望書作成の資料となる調査」アンケート結果報告書,令和３年６月

 



意見
詳細

１）特別訪問看護指示書が1ヶ月に2回まで交付可能な対象者の状態と
して、がん以外のターミナル期および難治性潰瘍を追加

◼ 特別管理加算の算定可能な利用者（別に厚生労働省が定める状態）には、「真皮を越える褥瘡の状態に
ある者」が含まれているが、糖尿病や膠原病、放射線照射、下肢の血行障害等に起因する難治性潰瘍は、
「真皮を越える褥瘡」と同様、頻繁に訪問看護を提供しながら感染予防や治癒にむけた管理を行ってい
る。（図表１）

◼ 当協会が行った令和４年10月の調査では、令和４年４月～６月の３か月間に難治性潰瘍の処置のために
訪問している事業所は33.1％で、そのうち週３回以上の訪問を実施している事業所が85.1％であった。
さらにその内、週７回訪問している事業所は23.4％と最も多く、頻回な訪問看護を提供している状況に
あった。（図表２）

◼ 難治性潰瘍の処置には週3回を超える訪問看護が必要であるが、区分支給限度額により、処置を継続す
ることができず悪化、または入院に至る利用者が存在する。自宅での療養を希望される場合には、利用
者の自費負担により、医療ニーズへの対応をせざるを得ない状況も発生している。

以上のことから、難治性潰瘍を有する療養者へ特別訪問看護指示書を1ヶ月に2回まで交付を可能にしてい
ただきたい。

（出典）：一般社団法人 全国訪問看護事業協会 令和６年度介護報酬・診療報酬改定に関するアンケート調査結果
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（図表２） 難治性潰瘍の利用者がいた事業所数 n=3,161

85.1

14.9

週３回以上訪問

週３回未満訪問

右図33.1％の事業所のうち、
難治性潰瘍の利用者に週３回
以上訪問した事業所数
n=1,046

    め 頻
 な  が必要
となる
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意見
詳細

２）特別管理加算の算定可能な利用者（別に厚生労働省が定める状態）に、
真皮を越える褥瘡等として難治性潰瘍を追加

以上のことから、「難治性潰瘍に特別な管理を要する」と主治医が判断した場合に限り、真皮を越える
褥瘡等に難治性潰瘍を含め、特別管理加算の算定可能な利用者（別に厚生労働省が定める状態）として追
加していただきたい。

日本皮膚科学会
【創傷・褥瘡・熱傷ガイドライン3：
糖尿病性潰瘍・壊疽ガイドライン】
糖尿病潰瘍・壊疽の診断より抜粋

潰瘍局所の評価に関して褥瘡の診療においては、深さ（Depth）、滲出液（Exudates）、大きさ
（Size）、炎症感染（InflammationInfection）、肉芽組織（Granulation tissue）、壊死組織（Necrotic 
tissue）、ポケット（Pocket）の 7 項目からなるアセスメントツールであるDESIGNが日本褥瘡学会
から提唱されている．DESIGN の経過評価用を糖尿病性潰瘍の局所状態に対する評価法として局所
療法選択の基準に用いることは可能であり、適宜併用しても良い．

◼ 特別管理加算の算定可能な利用者（別に厚生労働省が定める状態）
には、「真皮を越える褥瘡の状態にある者」が含まれているが、
１）意見詳細のとおり、糖尿病や膠原病、放射線照射、下肢の血行
障害等に起因する難治性潰瘍は、「真皮を越える褥瘡」と同様、頻
回の訪問看護を提供しながら感染予防や創傷治癒にむけた管理を
行っている。

◼ 訪問看護師は主治医と連携を取りながら、感染予防や疼痛緩和に関
する処置及び日常生活上の指導などを計画的に行っている。また、
日本皮膚科学会及び日本褥瘡学会は、難治性潰瘍の創評価に
DESIGN-R2020® (経過評価用)を使用できるとしている。

◼ 訪問看護指示書の標準様式においては、「訪問看護指示書：褥瘡の
深さ」の評価項目が既に記載されており、既存の体制において、難
治性潰瘍の管理について、主治医と密接な連携ができると考える。

（出典）https://www.dermatol.or.jp/uploads/uploads/files/3.diabetic_ulcer_GL.pdf（閲覧日2023.9.12）
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高齢化の進展により多様化する地域ニーズへ
の対応強化

意見３

意見の背景

◼ 多様化する利用者の介護・医療ニーズに対応し、24時
間地域で活動する訪問看護ステーションにおいては、
看護職員の精神的・身体的負担が大きい。

◼ さらに、医療処置の実施件数は年々増加し、専門的な
対応を求められるケースもあり、負担は増している。

◼ そのような背景に対し、限られた人材での効率的・効
果的なサービス提供を確保する観点から、専門的な
ニーズへの対応を強化している事業所の評価を新設い
ただきたい。

◼ また、訪問看護の安定的な提供体制を整備するため、
電話等を用いた遠隔からの病状確認や療養指導等に対
する報酬の新設に加え、訪問看護師の負担軽減に資す
る緊急時訪問看護加算の対応体制要件の見直しを検討
いただきたい。

３. 高齢化の進展により多様化する地域ニーズへの対応強化

１） 専門性の高い看護師のいるステーションへの評価の新設

２） 電話等を用いた遠隔からの病状確認や療養指導等に対する報酬の新設

３）
利用者から電話等で事務職員や看護補助者が緊急連絡を受けた場合でも、緊急時訪問看護
加算を算定できるよう見直し 12
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１）専門性の高い看護師がいるステーションへの評価の新設

（出典）：一般社団法人 日本訪問看護認定看護師協議会 令和６年度 介護報酬改定に関する要望書

◼ 令和４年度診療報酬改定において、質の高い訪問看護の更なる充
実を図る観点から、専門性の高い看護師が、利用者の病態に応じ
た高度なケア及び管理を実施した場合の評価として、専門管理加
算が新設された。

◼ 具体的には、訪問看護ステーションの緩和ケア、褥瘡ケアもしく
は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護
師又は特定行為研修を修了した看護師が、指定訪問看護の実施に
関する計画的な管理を行い、質の高い訪問看護の提供に繋げるこ
とへの評価となっている。

◼ 介護保険利用者においても同様の医療処置等を必要とする利用者
は一定数存在し、当該処置等の実施と共に、連携する複数の事業
所や関係職種との調整も担っている。特に、介護保険利用者の大
半を占める高齢者等の特性に関する専門の研修を終了した訪問看
護認定看護師や認知症看護認定看護師などは、地域で活躍し、そ
の成果を上げている現状がある（下図）。このため、介護保険に
おける訪問看護についても、現場の特性を踏まえた類似の評価を
検討されたい。

令和４年度 診療報酬改定説明資料 ０９ 在宅（在宅医療、訪問看護）

2023年7月24日 第220回社会保障審議会 介護給付費分科会 資料３ 訪問看護より抜粋

【認定看護師等の地域での取組例】

✓ 地域や病院等で、訪問看護
の活用の仕方、在宅看取り、
訪問看護制度についての講
義や相談に応じている

✓ 地域ステーションやケアマ
ネジャーからの相談対応

✓ 自治体の介護保険事業策定
委員 など

認定看
護師等
は医療
介護の
多職種
連携の
程度が
強い
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２）電話等を用いた遠隔からの病状確認や療養指導等に対する報酬の
新設

このようのことから「看護職員が訪問と電話やオンラインでの訪問看護計画に基づいた病状確認・療養指
導を組み合わせた看護等を実施した場合」の評価をしていただきたい。

    

     

     

     

     

                  

   

   

利用者   て       する め

       

        態が  る   が い場 

        よる           っ           
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図表２

（出典）：全国訪問看護事業協会,令和４年度厚生労働省老人保健健康増進
等事業「新型コロナウイルス感染症流行下の訪問看護提供に関する調査研究
事業報告書」,令和５年３月

◼ 訪問看護は、原則、利用者の居宅等を訪問し看護を提供するものである
が、当協会が令和４年９月に行った調査では、電話等を利用した病状確
認・療養指導を介護保険の対象者に59.2％の事業所が実施している。

◼ 電話等による病状確認・療養指導を行った効果として、「利用者・家族
が精神的に落ち着いた」80.6％、「病状の悪化を防止した」55.8％、
「早期受診につながった」35.7％、「入院を回避できた」17.6％と回答
しており、訪問看護師による訪問と電話による病状確認・療養指導を組
み合わせた支援によるものと考えられる。（図表１）

◼ 電話等による病状確認・療養指導を行うタイミングについても、「次の
訪問までに状態が変わる可能性が高い場合」、「緊急訪問の翌日」、
「利用者に対して服薬を促し確認するため」といった多様な状態の利用
者に応じて、必要なタイミングで電話等を行っていた。次回訪問まで安
心して療養生活を送っていただけるよう支援している現状がある。（図
表２）

令和４年度 診療報酬改定説明資料 ０９ 在宅（在宅医療、訪問看護）

    

    

     

     

     

     

                  

   

   

        

     つながっ 

          

利用者   が       い 

        よる           っ        図表１

◼ また、令和４年度診療報酬改定にお
いては、高齢化の進展に対応すべく、
遠隔死亡診断補助加算も創設された。
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３）利用者から電話等で事務職員や看護補助者が緊急連絡を受けた場
合でも、緊急時訪問看護加算を算定できるよう見直し

利用者から当該訪問看護ステーションの看護補助者又は、事務職員等が電話等による緊急連絡を受けた場合は、リアル
タイムでICT等を活用して、必ず看護師（保健師を含む）につなぎ、看護師（保健師を含む）が適切に病状等を判断し緊急
訪問看護等の対応ができる体制においても緊急時（介護予防）訪問看護加算を算定可能とされたい。

◼ 在宅療養者、特に要介護度の高い利用者、認知症の行動心理症
状が発生している利用者、ターミナルケアを要する利用者では、
訪問看護師の24時間対応体制は欠かせない。

◼ これまでの介護・診療報酬改定による誘導による効果もあり、
９割を超える訪問看護ステーションが当該届出を行っている。

◼ しかし、日本看護協会の調査では、夜間の利用者対応に関連す
る課題では、訪問看護師の精神的・身体的負担や安全確保、人
材確保への影響等、様々な課題を抱えている実態が明らかと
なった。また、24時間対応体制の確保のための営業時間外の対
応体制は「輪番制で待機（オンコールを含む）し、緊急訪問看
護も実施している」が75.0％で最も多く、24時間対応体制に係
る営業時間外の対応や職員の負担等を軽減する対応策として望
ましいものは、「自訪問看護ステーション単独で、輪番制で待
機（オンコールを含む）」が76.1％で最も多かった。負担軽減
策訪問として次に多かったのは、「看護ステーション外でも利
用者情報を閲覧できるシステム等を活用する」31.8％であった。

2023.7.12 中医協 総-2 在宅（その１） 資料88Pより抜粋

◼ 上記の結果は、利用者の状態等を把握し継続したサービスを提供する観点から、普段からサービスを提供している事業所の看護師又は
保健師がファーストコールを受ける体制となっており、自事業所で輪番し、対応を完結させている実態にある。

◼ 一方、ICTの活用やオンコール体制におけるファーストコール対応者の工夫により、無理なく夜間対応が可能と考える事業所も一定数存
在することから、以下の見直しを要望する。
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